
新型コロナ感染症またはその疑いにより療養のため労務に服することが

出来なかった期間が連続4日間以上あった被用者

国保年金課へ電話

（TEL:053-457-2887）

労務に服することができなかった間、医療機関の受診

あり なし

申請書（1）～（4）と
（5）誓約書兼同意書

申請書（1）～（3）と
（5）誓約書兼同意書

（必要に応じて行動記録票）

申請書等をダウンロードまたは郵送を依頼

申請書等を記入し国保年金課へ郵送

<あて先>〒430-8652
浜松市中央区元城町103-2

浜松市役所 国保年金課 傷病手当金係

国保年金課で審査後、支給決定通知の送付

指定の口座へ傷病手当金の振込

～浜松市国民健康保険傷病手当金の受給までの流れ～

被用者（給与収入者） 被用者ではない

対象外

※被用者＝雇用主から給与の支払いを受けている方です。

事業所得のみの個人事業主等は支給対象外となります。

※傷病期間中に浜松市国民健康保険に加入している方が対象です。

それ以外の方はご加入の健康保険にお問合せください。


